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 第208回国会法律案等 NAVI  

 

日・スイス租税条約改正議定書 

 
 

１．日本の租税条約の概況 

 租税条約とは、企業等による国際経済活動について、国家間の税制の違いにより生じる

二重課税や脱税・租税回避行為に対処し、自国の正当な課税権を確保することを目的に締

結される国際約束である。日本は2022年３月１日現在、82件（149か国・地域に適用）の租

税条約等を締結済みであり、第208回国会（常会）には日・スイス租税条約改正議定書（閣

条第３号）が提出された。 

今国会に提出されたものを含む日本の租税条約は、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の「モ

デル租税条約」を基礎としており、規定される内容はおおむね共通している。具体的には、

二重課税を除去するため、①投資先国（源泉地国）が課税できる所得（事業利得や投資所

得（配当、利子及び使用料））の範囲や限度税率（課税の上限）を確定する規定、②居住地

国における二重課税の除去方法（外国税額控除方式又は国外所得免除方式）の選択、③条

約の規定に適合しない課税をめぐる紛争を解決するため、税務当局間の合意に基づいた相

互協議手続・仲裁手続等を定めている。また、脱税・租税回避行為を防止するため、①税

務当局間において納税者情報等に関する情報交換を行う規定、②相手国の租税債権の徴収

を相互に支援する規定（徴収共助）、③租税条約の特典（免税等）の濫用を防止する規定等

が設けられている（日・スイス租税条約改正議定書の主な規定内容については表を参照）。 

 

２．日・スイス租税条約改正議定書の成立経緯・背景 

スイスは欧州連合（ＥＵ）には加盟していないものの、世界各国と自由貿易協定（ＦＴ

Ａ）を締結すること等により経済規模を拡大しており、2020年のＧＤＰは世界第19位、１

人当たりＧＤＰは世界第２位となっている。 

日本との間においては、1971年に租税条約が発効していたが、同条約発効40年後の2011

年、日本、スイス両国の経済情勢の変化等に鑑み、限度税率の減免や情報交換規定の導入

が図られ、改正議定書が発効した。今般、スイスがＧ７諸国、中国、韓国、インド等約110

か国・地域との間で租税条約を締結していることや、また、日・スイス間の経済連携協定

（ＥＰＡ）、社会保障協定の発効等を踏まえ進出日系企業数が堅調に推移していることに

鑑み、課税範囲や限度税率の法的安定性や予見可能性をさらに高める必要があった。 

これらを踏まえ、日・スイス両国政府は2020年12月に政府間交渉を開始し、2021年２月

の実質合意後、2021年７月16日、日・スイス租税条約改正議定書に署名した。 

 

３．日・スイス租税条約改正議定書の主な内容 

 本改正議定書は前文、本文19か条及び末文からなる。本改正議定書においては、恒久的
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施設の経済的な活動実態を明確にする観点から、ＯＥＣＤ承認アプローチ（ＡＯＡ）が採

用され、恒久的施設に帰属する事業利得について、本支店間の内部取引をより厳格に認識

して課税対象とするための規定が新たに盛り込まれた（第５条）。また、配当については株

式保有割合及び保有期間を改正し（第７条）、利子については源泉地国免税とされた（第８

条）。このほか、税務当局間の相互協議に係る仲裁手続についての規定が新設され（第16条）、

特典の濫用に関し、条約の特典享受が取引等の主要な目的の１つであったと認められる場

合は特典を認めない規定（主要目的テスト）が税源浸食及び利益移転（ＢＥＰＳ）防止措

置実施条約の規定に沿った内容となった（第18条）。各締約国は、他方の締約国に対し、外

交上の経路を通じて、書面により、本改正議定書の効力発生のために必要とされる国内手

続が完了したことを確認する通告を行う。本改正議定書は、遅い方の通告が受領された日

の後30日目の日に効力を生ずる（第19条）。 

 

  表 日・スイス租税条約改正議定書の主な内容 

（出所）外務省資料、財務省資料及び経済産業省資料を基に筆者作成 

（荒木
あ ら き

 千
ち

帆
ほ

美
み

・外交防衛委員会調査室） 

スイス
（現行）

スイス
（改正後）

149社
（2010年10月時点）

196社
（2020年10月時点）

145社
（2010年10月時点）

149社
（2021年６月時点）※２

○
○

※ＡＯＡを採用

配当

免税（持分保有割合50％以上・
      保有期間６か月以上）
５％（持分保有割合10％以上・
      保有期間６か月以上）
10％（その他）

免税（持分保有割合10％以上・
      保有期間365日以上）
10％（その他）

利子
免税（政府受取等）

10％（その他）
免税

使用料 免税 免税

○
○

※仲裁規定を新設

情報
交換

○ ○

徴収
共助

- -

○

○
※主要目的テストを

ＢＥＰＳ防止措置実施条約の
規定にアップデート

事業利得
※１

投資
所得
※１

相互協議

税務当局
間の相互

支援

進出日系企業数

日本への進出
企業数

※１　投資先国（源泉地国）が課税できる所得
※２　2020年６月時点の進出企業数は181社

特典の濫用防止

国名

項目


